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第一章～感染症の基礎知識～ 

【感染症とは】】．感染症とは 

ウイルスや細菌が体の中に入り増えることにより、発熱や下痢、咳等の症状がで

ることをいいます。感染経路には「接触」、「飛沫」、「空気感染」がある。 
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【感染症対策の基本】 

① 病原体の排除 

嘔吐物や排泄物、血液などの体液（汗を除く）、感染者に使用した器具・器材

は感染源となる可能性がある。これらを患者の隔離、消毒、汚染源の排除に

より除去する必要がある。 

 

② 感染経路の遮断 

感染経路を遮断するためには「ウイルスを持ち込まない」「ウイルスを持ち出

さない」「ウイルスを拡げない」の３つに配慮する。 

 

③ 宿主の抵抗力の向上 

感染症に対する抵抗力を向上させるためには、日ごろから十分な栄養や睡眠

をとるとともに予防接種によりあらかじめ免疫を得ておくことが重要である。 

 

④ 手洗い消毒の徹底 

従業員や利用者に限らず、来訪者等が事業所に出入りする際の手洗いや手

指消毒の徹底する必要がある。また、利用者に対しケアをする際の個人防護

具の着用も重要であり、それらはケアごとに取り換えることが大切である。 
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【手洗い、手指の消毒】 

① 正しい手の洗い方 

・流水と石鹸による 30秒以上の手洗い、アルコールを使用した消毒を行う。

手洗い後はペーパータオルで拭き取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 手洗いについて 

手洗いは、親指の付け根・爪・手首はしっかり洗えていない事が多いため、意

識して行えるよう児童に声かけをする。 

また、正しい手洗いをすることが難しい（できなかった）場合はアルコール消

毒を必ず行う。 

※液体石鹸の継ぎ足し補充はやめる！ 

補充の際には空になった容器を清潔にし、乾燥させてから使用する 

※泡立てをしっかり行うこと！ 

―５― 

POINT 



 

 

③ 消毒について消毒について 

散歩・課外活動等で、すぐに手洗いができない場面では、アルコール等による消

毒を行う。アルコールは手で揉みこみながら 15～30秒かけて揮発させること

で殺菌効果が発揮する。（アルコールの濃度は、70％以上～95％以下が推奨） 

※用法、用量を必ず守って使用する 

※スプレータイプを使用する場合、子供の顔の位置に注意し、吸引させないよう

に気をつける 

※アルコールは擦り込んで乾燥させてから作業する 

 

 

―６―

外から帰ったら 

掃除の後 トイレの後 

咳やくしゃみ 

鼻をかんだ時 
ごはんの前後 

共有の物を 

触った時 

こんな場面は手洗い・消毒！ 



 

 

【マスクの着用】 

① 正しいマスクの着用法 

マスク着用は感染症予防に有効だが、正しく着用しないと効果が得られ 

ないため、自分に合ったサイズや正しい着用法に留意する必要がある。 

※マスク表面には、ウイルスなどが付着している場合があり、着用を嫌がり 

表面を触ってしまうことで感染リスクが上がる 

※昼寝の際には、マスクは必ず外す 

※子供は体温調節が上手にできないため、激しい運動をさせるときは、  

ソーシャルディスタンスを確保した上でマスクをつけさせない 

※鼻水や鼻づまりの症状がある場合には、状況に合った対応をしていく 
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② 咳エチケット 

咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさ

え、飛沫を飛ばさず、他者にうつさないように注意する。 

   咳エチケット 

 

 

 

③ マスク等の材質 

マスクの素材によって効果に差がある。支援にあたる際は原則、不織布マスク

を着用し飛沫の吸い込み吹き出し量を最小限に抑える。 

５．室内の換気 
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【新型コロナウイルス】 

① 新型コロナウイルス感染症とは 

人に感染する「コロナウイルス」として新たに見つかった「新型コロ 

ナウイルス(SARS-CoV-2)」による感染症である。この感染症を「新 

型コロナウイルス感染症(COVID-19)」と言い、感染経路は主に「飛沫」、 

「接触」感染と言われている。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある 

期間は発症 2日前から発症後 7～10日程度とされている。 

② 子供の新型コロナウイルスの特徴子供の新型コロナウイルスの特徴 

子供の感染者数は成人と比べると少ないが、感染しやすさは成人と変 

わらないこともわかってきている。子供に多い感染経路は家庭内感染で、 

症状は「発熱」、「乾いた咳」が多く、「鼻汁」、「鼻閉」などの症状は比較的

少ないとされ、大人と同じように発熱が続き肺炎になる事や、一部の子供

では嘔吐、腹痛や下痢などの症状もある。 

※子供は正確に症状を訴えられないということに気を付ける 
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潜伏期間は１４日 

(発症までは平均 4～７日)  



 

 

③ コロナ流行期における活動（イベント）0．イベント（コロナ流行期） 

開催時期・内容については、国・各自治体からの最新情報を確認したうえ 

で、工夫して利用者全員が楽しめるように工夫する。 

＜避けることが望ましい活動＞避けることが望ましい活動 

・大きな声を出したり、歌を一斉に歌ったりする活動 

・子供同士の直接的な接触や物を介した接触が多い運動活動 

・他事業所と合同で行う季節のイベント 

＜望ましい対策＞ の 

・密となる環境を作らないようにする 

(時間をずらして開催する、参加人数に制限を設ける等) 

・換気の実施 

・マスクの着用 

・手指消毒、環境消毒 

・来訪者の検温実施 

・保護者との連携 

(体調不良があれば出席を控えるよう連絡する) 

【例えばこんなこと】調理を伴う食育活動はできるの？作った物を加熱するこ

とで食品自体を介した感染の可能性は低くなる。しかし、クッキングでは共同

作業で密集しやすく、共有物も多くなります。共同作業を避けたり、物品の消

毒などを行ったりしたうえで、活動を行うように配慮が必要である。 
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④ 新型コロナウイルス感染発生時等のフローチャート 

 

（ア） 利用者や職員が濃厚接触者判定を受けたら… 

自治体や保健所の指示に従い、しばらく利用を控えてもらう、

また、出勤を停止する。 

（イ）職員が陽性判定を受けたら… 

・利用者全員に連絡を行う。 (発覚したのが営業中であれば、 

その時点で速やかに利用者の保護者へ連絡し、自宅への送迎 

を開始する。必要があれば、PCR検査の依頼も行う。) 

・速やかに管理者(または社内の感染対策委員)→保健所→各 

自治体の障害福祉課→東京都福祉保健局に連絡を行い指示 

を仰ぐ。 

・利用者が通う学校や、他の関係機関に連絡を行う。 

・保健所の指示による感染症拡大防止対策の実施 

・運営の方針が決定したら、その旨を利用者全員→各自治体 

の障害福祉課→東京都福祉保健局→学校、他の関係機関に 

報告する。 

・各自治体の障害福祉課および東京都福祉保健局に一連の流 

れを記入した事故報告書を提出する。 

・各自治体や保健所から事業継続の許可が得られたとしても、職員の人 

員体制が万全でなければ、事業を縮小しての営業や、一定期間事業を休 

止する等、安全に営業できるよう努める。 
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⑤ 新型コロナウイルス感染者が発生した場合のチェックリスト 

情報共有・報告などの実施 

□速やかに管理者等への報告を行い、事業所内での情報共有を行ったか 

□社内の感染症対策委員会に報告したか 

□利用者全員に連絡したか 

□当該利用者の支給決定を行う市区町村、また、管轄の市区町村(葛飾区障害福祉課)に

連絡し、報告を行なったか 

□関係機関（他児童福祉事業所や学校）に報告したか 

消毒・清掃などの実施 

□消毒・清掃は手袋を装着し、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、水拭きして乾燥させた

か 

□当該利用者、または職員が触れた場所や物、利用した共有スペースの消毒・清掃を実施

したか 

 

保健所の疫学調査への協力 

□感染が疑われる者と同室、または長時間の接触があった者を把握しているか 

□適切な感染の防護なしに、新型コロナウイルス感染が疑われる者とかかわった者を把握

しているか 

□新型コロナウイルスの感染が疑われる者の唾液や体液、排泄物などの汚物物質に直接

触れた可能性が高い者を把握しているか 

□手で触れることができる距離(目安 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで感染者、ま

たは、感染の疑いがある者と 15分以上の接触があったら者を把握しているか 

□濃厚接触が疑われると特定した利用者については、関係機関に報告しているか 

 

濃厚接触者の利用者、または職員に係る適切な対応の実施 

□自宅待機を行い、保健所や市区町村の指示に従っているか 

□保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保しているか 

□抗原検査実施による待機期間短縮の目安を把握しているか 

□職員、利用者への PCR検査を実施、または実施の依頼をし、その結果を全て把握した

か 
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【子供に多い感染症一覧】 
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第二章～環境管理～ 

【室内の換気】 

締め切った部屋では、様々なウイルスや細菌が繁殖し、空気が汚染されてしま

う。室内の換気は常時行うことが理想だが、少なくとも定期的に換気を行い、空

気を入れ換え、活動中は空気清浄機を常に運転モードにしておく。 

① 換気の原則  

空気の流れをつくるため、対角線にある 2方向の窓を開放。常時開放が理想

だが、難しい場合は毎時 2回以上(30分に 1回以上、数分間程度、窓は全

開)は行うこと。また、室温・湿度にも留意し、推奨されている数値内にて収ま

るよう管理する必要がある。 

・窓は 2方向、少なくとも 10～20㎝程度開け、風を通す 

・湿度は 70%を超えるとカビが発生しやすくなるので注意する 

・推奨回数以外にも、空気が悪いと感じたら換気を行う 
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② 季節ごとの換気季節ごとの換気 

季節による気温の変化に対応した換気を行うことも重要である。 

（ア）夏季 

・窓は部屋の対角線上を常時 2方向開放 

・風下に向けサーキュレーター・扇風機で風の流れをつくる 

・必要に応じ除湿器等で湿度の管理を行う 

・換気による室温の上昇で、熱中症にならないよう留意 

 

（イ）冬季 

・窓は 1方向の常時開放する 

・人がいない部屋の窓を開け、廊下を通して少し暖まった新鮮な空気を人の

いる部屋に取り入れることも、室温を維持するために効果的 

・暖房器具の近くの窓を開けると、入ってくる冷気が暖められるので、室温の

低下を防ぐことができる 

※カーテン等の燃えやすい物から距離をあけるなど、火災に注意する 

 

《2段階換気》⇒ 
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【消毒・消毒液について】 

① 消毒液の種類・濃度・効果 

消毒の種類 手指 

ドアノブ・スイッ

チ・机・椅子な

ど 

トイレ内     （ドア

ノブ・スイッチ・床な

ど） 

嘔吐・下痢等

で汚染された

場所 

アルコール  

消毒 
○ ○ 

              

○ △ 

次亜塩素酸ナ

トリウム 
× 

○ 

(濃度 0.02% 200

㏙) 

○ 

(濃度 0.０５%  

５00㏙) 

○ 

(濃度 0.1% 

1000㏙) 

加熱 

(80℃10分

間) 

× × 

             

× 

○(衣類など) 

※目に見える汚

れは取り除く 

 

原液が 5%の消毒剤を希釈する場合の例 

1000㏙(0.1%) ペットボトル 1本(500㎖)に消毒剤１０ｍｌ 

５00㏙(0.05%)  ペットボトル 1本(500㎖)に消毒剤５ｍｌ 

200㏙(0.02%)  ペットボトル 1本(500㎖)に消毒剤２ｍｌ     

     

※アルコールは濃度 70％以上 95%以下の物を使用する 

（70％以上のアルコールが入手困難な場合には、60％台のアルコールを使

用した消毒液を使う） 

※テーブル、ドアノブなどには、市販の家庭用洗剤の主成分である「界面活

性剤」も一部有効 

※家具用洗剤の場合、製品記載の使用方法に従ってそのまま使用する台所

用洗剤の場合、薄めて使用する 

―１６― 



 

 

② 消毒について（１）毒について① 

人がよく触れる、ドアノブ・電気のスイッチ・子供が触れる壁・椅子・机・トイレ

のスリッパ 等は１日１回以上消毒をする。 

 

※消毒液の空間噴霧は人がいない時間に行い、終了したら換気を良くするこ

と 

※消毒や除菌効果のある物質を空間に噴霧して使うことは、眼、皮膚への付

着や吸入による健康影響のおそれがある 
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③ 消毒について （２）消毒について② 

当日使ったおもちゃや絵本は、活動後に必ず消毒する。 

（絵本については、ローテーションして使わない時間を 2４～72時間作ること

で、ウイルスを不活性化させる方法でも可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・布製おもちゃは洗剤を使って洗濯する ※洗濯機で OK 

・小さなおもちゃ(ブロック等)は、ざる等に入れてまとめて消毒液につける方

法でも可能 
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【食事について】 

食事は唾液・食べかすが飛びやすい場面である。子供同士の対面を避け、間

隔をあけることが望ましい(理想は 1m以上)。 

スペースなどの関係で対面になってしまう場合は、互い違いに配席するなど

の工夫により、出来る限り間隔をあけるよう対応する。 

難しい場合は、子供の間に飛沫対策パネルを置くことで、対応する。 
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【汚物の処理】 

排せつ物や吐物等の汚物は、取り扱いを間違えると感染の原因になる。感染リ

スクを減らすため、汚物が付着した利用者の私物は、原則ビニール袋に入れて

そのまま返却する。 

① 必要備品 

・使い捨てのマスク、手袋・使い捨てエプロン 

※使い捨てエプロンがない場合には処理後の着替えを準備しておく 

・ペーパータオル、または新聞紙・ビニール袋 

 

 

 

 

 

 

 

          ―２０―



 

 

【個人防護具の使用方法】 

手袋は「最後に着用」して「最初に外し」ます。前後に忘れずに手指衛生を行う。 

 

※着ける順番： ①手指衛生＞②エプロン＞③マスク＞④フェイスシー

ルド＞⑤手袋  

 

※外す順番： ①手袋＞②エプロン＞③手指衛生＞④フェイスシールド

＞⑤マスク ＞⑥手指衛生  

 

① 手袋を外す時は… 手袋をした手で皮膚を直接触らないようにつま

んで、手袋の内側が表になるよう静かに外す。次ページの写真のよ

うにエプロンと一緒に外すことも可能だが 、手袋をした手でエプロ

ンの外側以外を触れないように注意する。  

 

② フェイスシールド・マスクを外す時は… 外側表面はウイルス等が付

着している可能性があるため、ゴムひもやフレーム部分をつまんで

外す。  

 

③ ビニールエプロンを外す時は… 首ひもをちぎり、エプロンの上半

分を前に垂らして、 エプロンの表側に触れないように、エプロンの

裾を内側から持ちすくい上げる。折りたたんだ状態で前方へ引っ張

り腰ひもを引きちぎって廃棄する。 
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第三章～健康管理～ 

 

【職員の健康管理】 

職員の健康管理における、体温・体調チェックの実施はもちろん、体調に不安

や心配がある時に、勤務調整の相談をしやすい職場環境づくりも大切であ

る。また、職員がメンタル不調に陥らないよう配慮が必要である。 

 

① 施設として、事前に準備しておくこと 

・参考にする感染症対策マニュアルを決めておく 

・施設のガイドライン作成、職員への周知 

・保護者向けの通知文やガイドラインの作成・通知 

・感染症関連消耗品の必要在庫の管理や確認をする  

・自治体の担当所管・関係機関との協力体制の構築 

・感染症発生時のシミュレーションをしておく 

 

② 職員個人が行うこと 

・出勤前に必ず体温測定をする 

・発熱、呼吸症状（咳、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、息苦しさ）や倦怠感、

頭痛、下痢等いつもと違う症状がある場合には欠勤し、受診をする 

・マスクを外す食事などの場面では、可能な限り 2m以上の間隔をあけ、

会話をする際にはマスクを着用し、適宜換気を行う 

 

  

 

―２３― 



 

 

【利用者の健康管理】12．子供の健康管理 

家庭での体温の確認、通所時の体温測定だけでなく、視診による変化の観察

も重要である。変化があった際はすぐに管理者に報告し対応する。 

① 利用者の健康観察 

（ア）利用中 

・体温(平熱と大きく差が無いか) 

・顔色、機嫌、活気、咳嗽、鼻汁、食欲の低下 

・呼吸の様子（呼吸が速い、肩で呼吸する、呼吸が苦しそうな様子） 

・連絡帳の確認 

・体温は放課後利用の場合は最低 1回、1日利用の場合は最低２回 

測定を行う 

・体温測定は、対面を避けなるべく後方から行う（非接触の体温計な 

ら対面でも可） 

・直接皮膚に接触する体温計は、使用ごとに消毒する 

 

（イ）送迎時 

・送迎時の保護者からの聞き取り（利用者の様子や同居家族の発熱 

者や呼吸器症状のある人の有無） 

・利用後の事業所での様子の報告（体調変化があった場合は速やか 

に保護者に連絡する※必要に応じて通院を促すことも必要) 

 

（ウ）その他 

・基礎疾患の有無、日常の体調管理を施設と家庭で共有できるよう、 

連絡帳などを活用する 

 

―２４―
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【感染症が疑われる際の対応】 

昨今猛威を振るう新型コロナウイルス以外にも、施設では様々な感染症のリ

スクがある。感染症ごとに現れる症状の特徴を事前に把握しておくことも重要

である。（※巻末資料：子供に多い感染症一覧参照） 

 

① 感染症への共通対応感染症への共通対応 

利用者の体調が悪くなったとき、症状が感染症と疑われる際には、以下の

ポイントを参考に対応する。 

 

（ア）対応について 

・他児等への感染を防ぐため、当該児は隔離した部屋・スペースで支援 

を行う(対応する職員は限定する) 

・室内の換気は常時、少なくとも 15分に 1回行う 

・保護者には症状を伝え、速やかなお迎えや通院をお願いする 

 

（イ）場所について 

・隔離スペースは、換気ができ、専用の手洗い場があることが望ましい 

・場所の確保が難しく、複数発生した場合は、カーテンやパーテーション 

などで仕切りをする 

・手洗い場がない場合は、手指の消毒用アルコールを準備しておく 

 

 

 

 

 

 

―２５ー 
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 【感染症拡大防止委員会の設置】 

症状がない、症状が出る前、あるいは、症状の明確でない感染者か 

ら感染が拡がることもあり、普段からの感染症対策、また、国や自治 

体からの情報を参考に、地域における流行状況も踏まえて、予防に 

取り組むことは、必要な障がい福祉サービスの継続的な提供につな 

がる。 

平時から年齢にあわせて、新型コロナウイルス感染症をはじめとし 

た感染症に対する理解を深め、適切な情報伝達を行うこと、感染対 

策の必要性を受け入れて、実際に取り組むことができるよう支援す 

るとともに、新しい生活様式の中で日々の生活を円滑に進めるため 

の工夫、習慣として感染症対策を実践していくことが大切である。 

そのために、施設での感染症拡大防止のための組織を設置し、定 

期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を 

行うことで、各事業所における感染症拡大防止の取り組みの実効 

性を確保する。 

 

委員会は年に 1回、または適宜開催し、委員は、各事業所の管理

者、または児童発達支援管理責任者が担うこととする。 

 

 

 

 

―２６― 


